
　2016年３月に発足した新政権の下、国民中心の発展

が目標として掲げられ、教育、保健、農業、財政規律

の維持を重視しつつ、外国投資を歓迎し、規制緩和を

志向するとの姿勢が示されている。労働関係法令の見

直しや新規制定も徐々に進められており、2019年３月

には労働安全衛生法が成立し、同年6月には労働紛争

解決法が成立した。また、労働組合法も国会で審議さ

れている。一方で、外国企業が安定的かつ、継続的に

事業運営を行うためにも、法整備に加え、その円滑な

運用も望まれている。

　また、ラカイン州北部における仏教徒とベンガル系

ムスリム住民（いわゆるロヒンジャ）との衝突といっ

た問題に対する国際社会からの批判による、外国投資

の減退も懸念される。

１　経済情勢……………………………………
　2011年３月の民主化以降、主に製造業を中心に外国投

資件数が急増し、欧米による経済制裁の緩和と相まって、

2015年までは実質GDP成長率が７から８%程度で推移

していたが、チャット安なども影響し、IMFは2019年度

（201８年10月～ 2019年9月）の実質GDPの成長率を

6.８%と予測している。

　また、一人当たりGDPは、ASEAN域内では最低水準

となっており、IMFは2019年度の一人当たりGDPを

1,３95ドルと予測している。

　外国からの企業進出については、総発電容量の７0％以

上が水力発電であること、発電施設や送配電網が老朽化

していること等により、安定的な電力供給が困難である

ことから、装置産業の本格的な直接投資が進展しておら

ず、縫製業などの労働集約型産業への進出が主要分野と

なっている。

　労働集約型産業において、低廉な賃金で労働力を確保

できることは、ミャンマーに進出する企業にとって大き

なメリットとなっているが、一方で、現在の労働事情に

十分対応できていない労働法制の存在や労働組合の設立

が合法化されて日が浅いことを背景とした労使トラブル

の頻発、産業現場を担う技能労働者の不足などのデメ

リットも多く、更なる経済発展に当たっての労働分野に

おける課題は多い。

　また、ラカイン州北部における仏教徒とベンガル系ム

スリム住民（いわゆるロヒンジャ）との衝突といった問

題等に関して国際社会から批判を浴びており、外国投資

の減退が懸念される。

第３節　ミャンマー連邦共和国（Republic of the Union of Myanmar）
労働施策 � （参考）１ミャンマー・チャット＝約 0.0706 円（2019 年第 3四半期期中平均）

表 5-3-1　主要経済指標

財政年度 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018（注1） 2019
名目GDP （百万ドル） 65,575 59,485 63,251 67,284 71,543 73,954
実質GDP成長率 （％） 8.0 7.0 5.9 6.8 6.4 6.8
一人あたりGDP （ドル） 1,275 1,147 1,210 1,278 1,354 1,395
経常収支 （対GDP比％） ▲2.2 ▲5.1 ▲3.9 ▲4.3 ▲5.3 ▲5.7
貿易収支 （対GDP比％） - ▲5.0 ▲5.1 ▲5.4 ▲4.6 ▲4.5
インフレ率 （年平均％） 5.1 10.0 6.8 4.0 6.0 5.8
外貨準備 （百万ドル） - 4,762 5,132 5,462 5,357 5,372
財政収支 （対GDP比％） ▲0.9 ▲4.4 ▲2.5 ▲2.7 ▲2.9 ▲3.5
政府債務残高 （対GDP比％） 29.9 34.5 35.7 33.6 33.2 34.2

資料出所： IMF「World Economic Outlook, Oct 2018」（2018年10月）。ただし、貿易収支及び外貨準備はIMF「IMF Staff Country Reports」
（2019年4月）

注1： 2013/14 ～ 2017/18年度の値は各年4月～ 3月の値。ただし、2018年度の数値は2017年10月～ 2018年9月についての値（うち貿易
収支・外貨準備については2018年4月～ 3月についての値）。

注2： 貿易収支・外貨準備の2015/16年度以降、一人当たりGDPの2016/17年度以降、名目GDP、実質GDP成長率、経常収支、財政収支、
政府債務残高の2018、2019年度の数値は推計値。
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２　雇用・失業対策……………………………
（１）	 雇用・失業情勢

　2015年にILOの協力の下、25年ぶりに労働力調査が行

われ、201７年、201８年と労働力調査が行われている。

表 5-3-2　雇用情勢

2015年 2017年
第1四半期

2018年
第1四半期

労働力人口 （百万人） 21.96 22.39 22.68
労働力率 （％） 64.7 61.5 62.0

男性 80.2 78.0 76.8
女性 51.6 47.7 49.6

就業率 （％） 64.2 60.2 61.4
男性 79.7 76.8 76.2
女性 51.1 46.3 49.0

失業率 （％） 0.8 2.1 1.0
15 ～ 24歳 1.6 5.0 1.9

資料出所： 労働・入国管理・人口省”Report on Myanmar Labour Force 
Survey 2015”、”Annual Labour Force Survey 2017”、”Annual 
Labour Force Survey 2018 Quarterly Report”

注：15歳以上の数値である。

　失業率は低い水準であるが、労働・入国管理・人口 

省の発表によると201８年1月から9月までの国内就職 

者数は16万人以上、海外就職者数は1８万人以上であった

とされており、国内で十分な雇用を提供できていない。

労働力調査では、未活用労働指標（composite rate  

of labour underutilization）を公表しており、201８年 

第1四半期には７.4%となっている1。

　なお、産業別の就業者数のデータについては、2014年

に行われた国勢調査の追加集計結果が2016年３月に追加

公表されており、同結果によれば、15歳以上の就業者の

52.2%が農林水産業に従事しており、これに次いで卸

売・小売業（9.4%）、製造業（6.８%）となっている。

■1）  ①失業者、②追加就労希望就業者（就業時間の短い労働者で就業時間の追加を希望し、追加可能である者）、③潜在労働力人口（1か月以内に求職活
動をしていて、すぐには就業できないが2週間以内に就業可能な者、及びこの1か月求職活動をしていないがすぐに就業できる者）の和を③と④労働
力人口の和で割って求める指標で、LU4と呼ばれる。詳細は総務省資料http://www.soumu.go.jp/main_content/00046３８42.pdfを参照。

表 5-3-3　産業別就業者

業　種 就業者数（15歳以上）
（人）

構成
割合

農林水産業 10,726,809 52.2％
鉱業・採石業 164,881 0.8％
製造業 1,395,314 6.8％
電気・ガス・空調システム供給業 44,436 0.2％
上・下水道業（配管保守管理含む。） 25,870 0.1％
建設業 940,231 4.6％
卸売・小売業（自動車等修理含む。） 1,923,400 9.4％
運輸・倉庫業 810,625 3.9％
ホテル・飲食サービス業 962,720 4.7％
情報通信業 47,713 0.2％
金融・保険業 42,859 0.2％
不動産業 10,800 0.1％
科学技術専門職 29,472 0.1％
経営管理支援サービス業 248,138 1.2％
公共サービス業（公務員含む。） 616,557 3.0％
教育業 390,092 1.9％
保健・社会福祉業 112,966 0.5％
芸術・娯楽業 57,771 0.3％
他のサービス業 463,951 2.3％
家事使用人等 278,354 1.4％
その他 1,252,648 6.1％
合計 20,545,607 100.0％

資料出所： ミャンマー国勢調査（2014年）
注： 上記のデータは、2016年3月に公表された国勢調査の追加集計結果に 

基づくものであり、総人口約5,149万人のうち、調査票の記入が得られな
かった約120万人を除いた約5,028万人をもとに集計を行ったもの。

（２）	 雇用・失業対策の概要

　雇用・失業対策は労働・入国管理・人口省が所管して

いる。

　法令上、5人以上の労働者を使用する事業主が求人を

行う際には、各地区に設けられた労働事務所（Township 

Labour Exchange Office）を通じた募集が必要とさ 

れているが、実態としては、新聞広告等を通じた求人が

行われており、労働事務所の追認を受ける形が多い。 

また、企業が直接求人を行わず、人材紹介会社に登録さ

れた労働者の中から適格者の紹介を受けることもある。

　また、身元保証の面などから、知人を通じた紹介による

就職が依然として多く、失業者、求職者の就職支援に関す

る制度的な取組がされているとは言い難い状況にある。

　2012年に改正された社会保障法（Social Security 

Law）において、失業保険制度が創設されたが、2019年

中　

国

韓　

国

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

マ
レ
ー
シ
ア

（
労
働
施
策
）

ミ
ャ
ン
マ
ー

フ
ィ
リ
ピ
ン

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

タ　

イ

2 2019 年海外情勢報告

定例
報告

［2019 年の海外情勢］



10月現在、当該制度に関する部分は施行されていない

（詳細は（5）を参照）。

（３）	 若年者雇用対策

イ	 学校教育制度と就学率

　基礎教育は小学校が5年、中学校が4年、高校が2年の

11年制を基本としていたが、段階的な12年制への移行が

行われている。義務教育の制度はなく、11学年を終える

までに随時中退するケースが多く、中学校以降は進学率

が急激に低下する傾向が見られる。

　現在の公教育においては、基礎教育から大学教育まで、

授業料は原則無料とされているが、授業を受けるために

必要な教科書等の支出は学生・生徒側が負担するため、

貧困家庭の子供は中退を余儀なくされるケースが多い。

表 5-3-4　学校教育の区分と生徒・学生数

就学年数 就学年齢 学校数 生徒・学生数

小学校 5年間 5～ 9歳 37,130校 520万人
中学校 4年間 10 ～ 13歳 3,275校 233万人
高　校 2年間 14 ～ 15歳 2,397校 67万人
大　学 3～ 6年間 16 ～ 21歳 154校 50万人

資料出所：2014年度教育省資料
※学校数には僧院付属学校を含む。
※ 小学校課程に追加で1～ 2年の教育を付与するPost Primary School（拡
大小学校）を含む。

※大学の学生数のうち、約55％は通信大学生。

ロ	 児童労働

　義務教育制度がないため、家庭の貧困問題と相まって、

子ども達の多くは中退し、家事労働や、職人の弟子とし

て働くケースも多い。また、働かざるを得ない児童が、

少しでも高い賃金を得るため、年齢を偽って就職する

ケースもあり問題視されている。

　児童労働に関しては、2014年から2019年までの6年間

で児童労働排除のためのアクションプランが策定される

等、ILOと連携した取組が進められてきた。

（４）	 高齢者雇用対策

　高齢者に特化した職業訓練や職業紹介の制度は特にな

く、個人で就業機会を確保するか、退職後は家族から生

活面の支援を受けるのが一般的である。

　また、公務員は60歳が定年とされており、退職後は、

年金が給付されているが、年金の支給水準は退職当時の

給与水準のまま据え置かれているため、近年の物価上昇

や賃金水準の上昇により釣り合わなくなってきている。

　2012年に改正された社会保障法においては、老齢年金

制度が創設されたが、2019年10月現在、当該制度に関す

る部分は施行されていない。

（５）	 失業保険制度

　1954年に制定された社会保障法に基づく保険給付は、

一般保険給付と労災保険給付から構成されており、失業

保険に相当する給付は存在しなかった。

図 5-3-5　年齢別就学率

 
  

男性 女性 男女計

年齢 

資料出所：ミャンマー国勢調査（2014年）
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　2012年改正により、失業保険給付や社会保障公共住宅

等の新たな規定が設けられたが、失業保険制度について

は2019年10月現在施行されていない。

　社会保障法に基づく失業保険制度の詳細は表5-３-6の

とおり。

（６）	 職業能力開発

　国軍と少数民族武装勢力との長年に亘る戦闘の影響

で、教育機会を逸し、収入を得るすべを持たない住民が多

い。2012年の停戦合意以降、国内外から避難民が帰還し

ており、地域住民の社会生活基盤整備の一環として職業

訓練が強く求められているほか、海外からの投資に対応す

るために必要な技能労働者の育成が求められている。

　このような中、労働・入国管理・人口省が中心となり、

国家技能資格制度協議会（National Skill Standard 

Authority）が立ち上げられ、各省庁と協力して職種ご

との実習プログラム策定作業を進めている。

　また、2016年３月に発足した新政権においては、国民

生活の向上に直結する雇用創出を最重要課題の一つとし

て位置付けており、技能労働者の育成を図るため、職業

教育訓練法（TVET法）の制定が計画されているが、関

係省庁が多く作業が停滞している。各省庁では傘下に有

する職業訓練施設の機能強化を図るべく取組を進めてい

るが、施設や職業訓練機材の老朽化、トレーナー不足等

が深刻な問題となっている。

（７）	 外国人労働者対策

　先進国企業の駐在員や国際機関職員、在外公館職員も

多く働いているが、それら以外の業務に就労しているの

は、中国、インドなどから入国した労働者が多い。

　就労する外国人労働者の数について、正確な統計は公

表されていないが、国連統計によれば、海外からの移住

者のうち、生産年齢層は約８万人（201３年）であること

から、労働者全体に占める外国人労働者の割合は、日本

と比較しても低い。

　なお、外国人のミャンマーにおける就業許可に関する

事項等をはじめ、不法な移民労働を排除することを目的

とする外国人労働者法案（Foreign Worker Law）の制

定作業が進められている。

（８）	 海外労働者対策

イ	 労働者の海外派遣

　国内の賃金水準が低いこと等から、近隣国への出稼ぎ

労働者が多く、2019年2月に労働・入国管理・人口省は、

表 5-3-6　失業保険制度

名称 失業保険（Unemployment Insurance）

根拠法 社会保障法

運営主体 労働・入国管理・人口省　社会保障局（Social Security Board :  SSB）

被保険者資格

強制加入： 5人以上の労働者を使用する事業主（公務員、国際機関、農林水産関係の季節労働者、NGO職員、家事労働者
を除く。）
同事業主に使用される労働者（有給、無給を問わず実習生も含む。）は、雇用期間の定めの有無に関わらず対
象となるが、労働者であっても事業主の扶養家族は適用されない。

任意加入： 法律上、5人未満の労働者を使用する事業主、学生、自営業者、農家については任意加入が可能とされている
が、現在は運用されていない。

受
給
資
格

被保険者期間等 36 ヶ月以上の加入及びSSBへの登録

離職理由 ・自己都合ではなく、解雇または永続的な操業停止による雇用の終了であること。
・犯罪または職場の規則に故意に違反したことによる解雇でないこと。

その他 ・健康で労働の能力及び意思があること。
・ 労働事務所（Township Labour Office）に登録し、毎月労働事務所及び郡区保険事務所に報告している者であること。

給付期間、水準

1　給付期間
　・加入期間3年で2ヶ月間、以降、加入期間1年経過ごとに1ヶ月追加（上限6ヶ月間）
2　給付水準
　・過去1年間の平均賃金の50％（既婚者については55％）
3　その他
　・給付期間中には社会保障法に基づく傷病給付等も受けることが可能
　・SSBの許可を受けて職業訓練に参加することができる

財
源

保険料 労使ともに算定基礎賃金額の1％負担
公費負担 ―

実
績

受給者数 （現時点では運用されていない）

支給総額 （現時点では運用されていない）

基金残高等 （現時点では運用されていない）
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500万人のミャンマー人が国外で就労しており、そのう

ち３00万人がタイで就労している、と公表している。

　労働者が海外で就労するためには、海外雇用法（Law 

Relating to Overseas Employment）に基づき、労

働・入国管理・人口省が発行する「海外労働者証明カー

ド（Overseas Worker Identification Card）」（通称：

スマート・カード）を取得することが必要とされており、

通常の出国審査とは別に、当該カードの所持確認が行わ

れている。なお、ミャンマーから海外に渡航する者に対

して発行される旅券は、一般旅券の中でも渡航目的に応

じ細分化されており、就労目的で海外渡航する者に対し

ては、労働用の一般旅券が発行される。スマート・カー

ドの申請に当たっては、目的に応じた有効な旅券を提示

することが求められている。

　また、海外雇用法に基づき、海外に労働者を送り出す

際には、労働・入国管理・人口省の許可を受けた送出機

関（2019年10月現在261機関）を通じて行うこととされ

ている。

　送出機関が関与した詐欺やトラブルが後を絶たないた

め、現在、送出機関としての許可要件などを明確化する

海外雇用法の改正作業が行われている。

ロ	 技能実習生問題

　日本に技能実習生として入国した者が失踪したりする

等により送出機関から違約金を請求される、といったト

ラブルも生じており、ミャンマー政府も問題意識を抱い

ている。

　また、日本への技能実習生送出しについては、ニーズ

が高い一方、タイ等への送出しとは異なり、日本語習得

が必要であること等が障害のひとつとなっている。

　2006年から2012年までの間、技能実習生の送出しは停

滞していたが、201３年以降、増加傾向にある。技術力が

高く、労働者保護施策が整備されている日本で技能実習

を通じて技能を習得したいというニーズは高い。201８年

4月には技能実習に関する協力覚書がミャンマーと日本

の間で締結され、9月には介護分野への実習生の送出し

がミャンマーで承認されている。また、特定技能に関し

ても2019年３月には「特定技能」を有する外国人材に関

する制度の適正な実施のための情報連携の基本的枠組み

に関する協力覚書をミャンマーと日本の間で締結してお

り、ミャンマーから日本への技能実習生や特定技能での

送り出しについては今後も増加が見込まれる。

表 5-3-7　日本への技能実習生送出し数の推移

合　計

2012年 16人
2013年 81人
2014年 731人
2015年 1,786人
2016年 2,480人
2017年 3,275人
2018年 3,608人

資料出所：外務省領事局査証発給統計

３　労働条件対策………………………………
（１）	 賃金・労働時間・労働災害の動向

イ	 賃金の動向

　2015年9月に最低賃金が制定されたが、賃金は依然と

して低水準である。

表 5-3-8　賃金の推移
（月額、千チャット）

2015年 2017年第1四半期 2018年第1四半期
平均賃金（月額） 115.4 169.8 158.9

資料出所： 労働・入国管理・人口省“Report on Myanmar Labour Force 
Survey 2015”、“Annual Labour Force Survey 2017 Quarterly 
Report”、“Annual Labour Force Survey 2018 Quarterly Report”

ロ	 労働時間

　2015年の労働力調査によれば、週当たりの平均労働時

間は51.6時間である。

ハ	 労働災害

　工場法に基づき、労働者が死亡又は4８時間以上の休職

を要する傷害を受けた場合には、関係官庁に通知しなけ

ればならないとされており、所定の職業病に罹患した可

能性のある場合についても同様とされているが、労働災

害の状況は把握できていないのが現状である。

　なお、2015年の労働力調査では過去1年間に労働災害

で負傷した人数（15歳以上）を調査しており、これによ

れば40８,７８1人であった。

（２）	 労働法の概要

　1964年に制定された「労働者の基本的人権及び義務を

定める法律」が基本法とされ、その下位規範として個別
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規則が定められていたが、これらは、イギリス植民地時

代に英領インドの法律が適用されていたものを独立後に

引き継ぎ、その後、個々の規則ごとに見直しが行われて

きた経緯から、各規則の間で整合性がとれていない部分

がある。

　また、2011年の同法廃止に伴い、下位規範であった個

別の規則が法律としての効力を有することとなったが、

これらの中には、現在の労働事情に十分に対応できる内

容となっていないものがある。

　このため、2011年以降、見直し作業が進められ、最低

賃金法、社会保障法などの法律が制定、改正されており、

2019年３月に労働安全衛生法が、同年6月には労働紛争

解決法が改正されている。

　なお、2019年11月現在、労働組合法、雇用及び技能開

発法等労働関係法令の見直しが進められている。

（３）	 労働契約

　201３ 年に制 定された雇 用 及び技 能 開 発 法（The 

Employment and Skill Development Law）に基づ

き、労働者（政府機関の正規職員を除く。）を雇用する事

業主（企業規模に関わらず対象となるが、個人事業主や協

同組合の場合は一定数以上の労働者を使用する者に限

る。）は、雇入れ日から３0日以内に、職種や給与、勤務地、

契約期間、労働時間など具体的な労働条件に関する21項

目を含む労働契約を書面にて締結し、その締結後、各地区

に設けられた労働事務所に対し、労働契約書写本を提出

し、その確認を受けなければならないこととされている。

労働契約書をめぐる最近の動きについては5（３）を参照。

（４）	 賃金制度

イ	 賃金の支払い

　賃金支払法（Payment of Wage Law）に基づき、全

ての使用者は、労働者に対し一定の方法にて賃金を支払

うことが義務付けられている。同法には、賃金計算期間、

支払期限、解雇時の賃金支払い、通貨払い、制裁金等の

控除の禁止などが規定されており、これに違反して賃金

控除がなされた場合や、賃金支払の遅延が生じた場合に

は、当局に対して申立てを行うことができ、当局は審問を

経て賃金の支払いを命じることができるとされている。

ロ	 最低賃金制度

　201３年 に 制 定 さ れ た 最 低 賃 金 法（The Minimum 

Wage Law）に基づき、2015年８月に初めて日額３,600

チャット（８時間労働）の最低賃金が制定された。最低

賃金は2年間の状況を見て必要に応じ見直されることと

なっており、201７年秋頃から見直しに向けた取組が行わ

れ、2か月の意見公募期間を経て、201８年5月14日に日

額4,８00チャットに改定され、同日施行された。月半ば

に公布・施行されたことから、給与の計算等の関係で多

少の混乱が見られた。

　これまで、従業員15人以下の家族経営や小規模な事業

は最低賃金の対象外とされていたが、今回の改定により

対象外となる範囲が従業員10人以下の事業と狭められ

ている。

（５）	 労働時間制度

　業種横断的な法律は存在せず、1951年に制定された

「工場法（Factory Act）」及び「店舗及び商業施設法

（The Shops and Establishments Act）」に基づき、

それぞれ週法定労働時間が定められている。

イ	 工場法に基づく取扱い

　工場法が適用される工業的業種で使用される労働者の

法定労働時間は、1日８時間、週44時間以内（連続操業

が行われる組立工場等一部の事業場については4８時間

まで認められる。）とされている。なお、連続して労働さ

せることができるのは5時間までとされており、5時間労

働させた場合には、３0分間の休憩時間を設定する必要が

あり、労働時間と休憩時間を合計した1日の労働時間の

合計は10時間までとされている。

　1８歳未満の年少労働者については、1日の労働時間の

上限が4時間とされており、1８時から翌朝6時までの間

は就業が禁止されている。

　なお、時間外労働については、週12時間を上限として

いるが、特別なケースの場合には週16時間まで認められ

る（深夜労働は禁止、時間外労働の割増率は10割）。

ロ	 店舗及び商業施設法に基づく取扱い

　店舗及び商業施設法が適用される店舗等で使用される

労働者の法定労働時間は、1日８時間、週4８時間以内と
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されている。なお、連続して労働させることができるの

は4時間までとされており、4時間労働させた場合には、

３0分間の休憩時間を設定する必要があり、労働時間と休

憩時間を合計した1日の労働時間の合計は11時間までと

されている。

　16歳未満の年少労働者については、1日の労働時間の

上限が4時間とされており、1８時から翌朝6時までの間

は就業が禁止されている。

　なお、時間外労働については、週12時間を上限として

いるが、特別なケースの場合には週16時間まで認められ

る（深夜労働は禁止、時間外労働の割増率は10割）。

（６）	 出産・育児休暇制度

　2014年に制定された休暇及び休日法（Leave and 

Holidays Act）を一部改正する法律に基づき、女性労

働者に対しては、有給扱いの出産休暇（産前6週間、産

後８週間）を与えなければならない。

　また、社会保障法に基づく医療給付の一環として、加

入者は妊娠・出産時の医療の無料診察が受けられるほか、

産休期間中、妊娠給付金として年間の平均賃金の７0%を

受け取ることができる。（詳細は社会保障施策2（4）イ

を参照）

　なお官公庁を中心に各種分野における女性の社会進出

が活発な状況である。

（７）	 労働安全衛生施策

イ	 関係法令

　2019年に労働安全衛生法が国会を通過したが、2019年

10月現在施行されておらず、工場法や鉱業法等個々の法

律に基づき、事業主は職場の設備、有害な物質及び環境

要因から生じる作業場の危険から労働者を保護する義務

を負っている。

　工場法においては、工場で使用される労働者の安全衛

生及び作業環境に関し、以下に掲げる事項について詳細

な規定が設けられている。

• 機械設備による危害の防止

• 電源切断の仕組み

■2） 作業が行われる空間の床面積と高さを掛け合わせた容積のこと。

• 内燃機関

• 新規機械設備の導入

• 巻上げ機、リフト及びクレーン等

• 回転する機械

• 圧力設備

• 作業床、通路、階段等

• 重量物取扱い

• 目の保護

• 危険物に関する警告

• 爆発・火災対策

• 埃、蒸気その他の物に対する対策

• 廃棄物の適切な処理法

• 衛生の維持及び悪臭への対策

• 適切な換気及び温度の維持

• 女性及び年少者の就業

• 気積2、照明、排泄設備、飲料水の提供

• シャワー設備、休憩設備

• 応急処置

ロ	 監督・指導

　労働安全衛生に関する法体系同様、業種や分野を横断

する形で労働者の安全衛生について監督・指導を行う体

制は確保されていないが、工場法に基づく安全衛生措置

に関する監督・指導は、労働・入国管理・人口省の下に

設けられた工場労働法監督局（Factories and General 

Labour Laws Inspection Department）が実施して

いるほか、業種・分野ごとに工業省（ボイラー及び電気

関係）、鉱山省（鉱山関係）、保健省（産業保険関係）、建

設省（建設工事関係）、農業潅漑省（農業関係）が実施し

ている。

　労働・入国管理・人口省工場労働法監督局には、201８

年1月現在、95名の安全衛生監督官、2８名の労働条件監

督官が配置されているが、この配置数は定員数を大きく

下回っており、現時点では多くの欠員を生じている状況

にある。今後、労働安全衛生法が施行された際には、全

業種の事業場を対象として監督を実施するために必要と

なる監督官の更なる増員が課題となっている。
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表 5-3-9　労災保険制度

名称 労災給付制度（Employment Injury Benefit System）

根拠法 社会保障法

運営主体 労働・入国管理・人口省　社会保障局（Social Security Board : SSB）

被保険者資格

強制加入： 5人以上の労働者を使用する事業主（公務員、国際機関、農林水産関係の季節労働者、NGO職員、家事労働者
を除く。）
同事業主に使用される労働者（有給、無給を問わず実習生も含む。）は、雇用期間の定めの有無に関わらず対
象となるが、労働者であっても事業主の扶養家族は適用されない。

任意加入： 法律上、5人未満の労働者を使用する事業主、学生、自営業者、農家については任意加入が可能とされている
が、現在は運用されていない。

受
給
資
格

医療給付 36 ヶ月以上の加入及びSSBへの登録

一時的な労働不能給付 労働災害により一時的に労働不能となった場合（所得の減少を含む）には、無償医療の提供及び被災前4ヶ月の平均賃金
の70％の一時就労不能給付を最大12 ヶ月間受けることができる。

永久的な労働不能給付

12 ヶ月を超えて就労不能状態が続く場合、又は労働能力を部分的若しくは完全に喪失する蓋然性がある場合には、被災
前4ヶ月の平均賃金の70％の永続的就労不能給付を労働能力損失割合に応じて定められる期間（＊）受けることができ
る。
＊労働能力損失割合が20％から75％の場合、7年分を分割又は一括で受けることができる等

遺族 労働災害により死亡した場合には、被保険者によって指定された者は、死亡前4ヶ月間の平均賃金の一定倍数（保険料納
付期間により異なる。60 ヶ月以下の場合は30倍）を分割又は一括で遺族給付として受けることができる。

その他 本法律に基づく労災給付保険制度の適用を受ける事業主及び労働者については、労働者災害補償法に基づく労災給付の規
定は適用されない。

財
源

保険料 平均給与月額の1％（事業主負担のみ）
公費負担 ―

実
績

受給者数 死亡：280人（2014年4月～ 2017年7月）
負傷：統計データなし

支給総額 死亡：820百万チャット（2014年4月～ 2017年7月）
負傷：17,225百万チャット（2014年4月～ 2017年7月）

基金残高等 統計データなし

（８）	 労災保険制度

　労働災害に被災した労働者に対する補償に関する仕組

みとして、「社会保障法に基づく労災保険給付制度」があ

る。事業主が社会保障法の適用を受けていない場合には、

労働者災害補償法に基づく補償を事業主から受ける。

イ	 社会保障法に基づく労災保険給付制度

　社会保障法は、労働者の病気や妊娠等に対する給付金

や失業保険給付、医療などの補償について定めた包括的

な法律となっている。

　同法は、2012年に改正されたものであるが、従来の法

律において、一般保険給付と業務傷害保険給付の2種類

から構成されていたものを、改正により、失業保険給付

や退職年金、社会保障公共住宅など労働者保護の観点か

ら給付内容の拡充を図ったものである（詳細は社会保障

施策2（4）参照）。

　同法に基づく労災保険給付の詳細は表5–３–9のとおり

となっている。

ロ	 労働者災害補償法に基づく事業主による補償

　雇用関係上において労働者が被災した場合、事業主が

労働者に対して補償すべき義務を規定しており、労働災

害によって、一時的又は恒久的な障害を受け又は死亡し

た場合、事業主はその労働者に対し、補償金を支払う義

務がある。労働者の飲酒や安全衛生上の指示に故意に反

した場合等には事業主の補償義務は免除される。なお、

事業主が社会保障法の適用を受けている場合には、労働

者災害補償法は適用されない。

　支払われるべき補償金の額は、表5-３-10のとおり定め

られている。

　なお、補償に関する紛争解決は、大統領によって選任

されたコミッショナーが担うこととされており、被災者

の労働者性や事業主の法的責任、障害の性質や範囲、補

償額や期間に関する紛争については、当事者間の合意が

ない限り、コミッショナーが解決することとされている。
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表 5-3-10　労働者災害補償法に基づく補償額

被災事由 補償額

①　負傷により死亡した場合 月給の36倍
（ただし、所定の限度あり）

②　 負傷により永久の全部障害と
なった場合

月給の140％の36倍
（ただし、所定の限度あり）

③　 負傷により永久の部分障害と
なった場合

②に所定の労働能力損失割合を乗
じた金額

④　 負傷により一時的な障害（全
部又は一部）となった場合

被災日から16日目及びそれ以後
（障害期間中又は5年間のいずれか
短い期間）は半月ごとに月給の3分
の1

（９）	 解雇規制

　従来、解雇に関しては法律上の規制が存在しなかった

ことから、合理的な理由のない解雇が問題となることが

多い（解雇理由を偽装してストライキ参加労働者を解雇

する事案や、労働者による突然の離職も含め、解雇の問

題は労使双方にとって大きな問題となっている）。

　201３年に制定された雇用及び技能開発法に基づき、雇

用契約の満了前に契約を終了させ又は種々の事情により

事業自体が終了する場合には、事業主が労働者に対して

補償を行うことが義務付けられたことにより、解雇規制

そのものではないが、解雇の未然防止としての効果が期

待されている。

　具体的な補償内容については、労働・入国管理・人口

省の通達により定められており、従来、最大で３年以上

雇用された者に対しては5か月分（1 ヶ月以上前に予告し

た場合には4 ヶ月分）の給与に相当する額を支払うこと

とされていたが、2015年７月に公布された通達では、勤

続年数に応じ最大で1３か月分の給与に相当する額を支

払うこととされている。

表 5-3-11　解雇補償額

勤続年数 補償額

6か月以上1年未満 0.5か月分の給与
1年以上2年未満 1か月分の給与
2年以上3年未満 1.5か月分の給与
3年以上4年未満 3か月分の給与
4年以上6年未満 4か月分の給与
6年以上8年未満 5か月分の給与
8年以上10年未満 6か月分の給与
10年以上20年未満 8か月分の給与
20年以上25年未満 10か月分の給与
25年以上 13か月分の給与

４　労使関係施策………………………………
（１）	 労働組合

イ	 労働組合法制定の経緯と現状

　憲法第24条に基づき、労働者の権利保護、労働者間 

又は使用者と労働者との間の良好な関係、労働組合の 

結成・活動を系統的かつ自主的に行うことができるよう

にすることを目的として、「労働組合法（The Labour 

Organization Law）」が2011 年10 月に成立し、翌年か

ら施行されている。

　同法が成立する以前は、1926年労働組合法が存在して

いたが、1962年に施行が停止され、労働組合の結成が禁

止されていた。

　現行の労働組合法の下では、労働組合の結成には労働・

入国管理・人口省への登録が義務付けられており、産業

別区分が細かく規定され、①企業・事業所、②タウンシッ

プ、③州・管区、④全国の4段階ごとに同一産業区分内

での労働組合結成が義務付けられている。

　また、組合結成に当たっては、同一産業区分内で下位

レベルの組合の10 %以上（全国レベルでは、州・管区

レベルの20%以上）の参加が求められていることから、

産業別全国組織結成は非常に厳しい状況にある。

　全国レベルの組織としては、CTUM（ミャンマー労働

組合総連合）が2015年７月に労働・入国管理・人口省の

登録を受け、初のナショナル・センターとしての活動を

スタートさせ、労働法の見直しをはじめ、労働環境の整

備に当たっての役割が期待されている。

　201７年1月現在、登録労働組合数は表5–３–12のとおり

である。組織率は、2015年の労働力調査によれば0.4%

と低水準である。なお、現行法の下では、労使関係にな

い自作農者であっても、農耕地が10 エーカー以下の場合

は、労働組合を結成する権利が他産業の労働者と同様に

保障されているため、労働組合に占める割合も農業関係

が約７割となっている。
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表 5-3-12　労働組合数

労働組合数

うち、CTUM加盟組合数

農業農民組合 1,506 612 （32,066）
工業労働組合 242 50 （11,583）
運輸労働組合 152 56 （15,238）
建設・林業労働組合 80 35 （1,831）
水産業労働組合 118 14 （681）
鉱業労働組合 29 11 （3,871）
サービス業労働組合 17 5 （187）
教育労働組合 23 11 （419）
メディア産業労働組合 2 2 （62）
合計 2,169 796 （65,938）

資料出所： 労働・入国管理・人口省調べ（CTUM部分についてはCTUM-
Database Department調べ）

※「うち、CTUM加盟組合数」の欄の（　　　）内の数字は組合員数
※2017年1月時点

ロ	 労働組合の活動と課題

　労働組合法の制定により、組合活動が合法化されて以

降、労働組合数は年々増加してきているが、組合結成に

は登録が必要であることや、同一産業区分内で下位レベ

ルの組合の10%以上（全国レベルでは、州・管区レベル

の20%以上）の参加が求められることなどから、組織率

は依然として低いほか、結社の自由や団結権・団体交渉

権について使用者側の理解は十分であるとは言えず、組

合結成を理由とした解雇などのケースも散見される。

　一方で、労働組合側においても、使用者との十分な交

渉・協議を行うことなく、組合内の民主的な手続も経ず

にストライキなどの実力行使に入る例もあり、その結果、

組合の執行部員が解雇されるといった結果に至る事例も

少なくない。

　また、労使双方において、労使交渉に関する経験やノウ

ハウが十分に醸成されていないことから、労使交渉に直接

の当事者以外の第三者が介入し、労働組合側に様々なアド

バイスを行い、交渉を複雑化させているケースもある。

　適切な集団的労使関係の構築に当たっては、労働組合

組織率の向上はもとより、協調的な労使関係の醸成に向

け、適切な労使交渉による問題解決の蓄積と、これを基

にした労使双方の能力向上が課題となっている。

（２）	 労働争議

　労働紛争解決法（The Settlement of Labour Dispute 

Law）が2012年に施行されて以降、労働紛争解決の具体

的な手続が明確化され、問題解決に資することとなった。

　３0人以上の労働者を使用する使用者は、紛争の初期段

階での問題解決を図るため、職場調整委員会（Work 

Place Coordinating Committee）を組織しなければ

ならない。

　職場調整委員会において、合意に至らなかった場合に

は、政府が組織する調停体（Conciliation Body）や紛争

解決仲裁体（Dispute Settlement Arbitration Body）

に上程することとされており、最終的には、法律や労働問

題の専門家等15人から組織される紛争解決仲裁評議会

（Dispute Settlement Arbitration Council）における審

判が行われる。

　この行政的解決措置が行われている段階においては、

訴訟を提起することはできず、ストライキやロックアウ

トは、仲裁手続により紛争が解決しなかった場合に限り

行うことが可能である。

　また、紛争解決仲裁評議会における決定に従わなかっ

た場合には、罰金が科される仕組みとなっているが、決

定に従わない使用者が多く、今後、同法の見直しに当たっ

ては、決定結果の実効性を担保する為に懲役刑を導入す

るなど、罰則を強化すべきである旨が労働者側から指摘

されている。

　なお、現在、改正労働紛争解決法の審議が行われてい

る。使用者が調停に現れなかった場合には懲役刑が課さ

れるという内容が含まれる法案が上院を通過したが、使

用者団体などからの反対があり、下院では罰金刑に変更

された改正案で審議されている。

　労働争議の件数は、表5-３-1３のとおりであり、労働争

議の主要な目的は、基本給や住居手当の引上げ、労働条

件の改善、不当解雇などであった。

　特に、労働組合の中心人物を排除するため、解雇理由

を偽った不当な解雇が行われるケースが多いことが労働

組合側から指摘されている。

表 5-3-13　労働争議件数
（件、人）

労働争議件数 関係労働者数

2009年 395 5,017
2010年 517 3,921
2011年 679 8,399
2012 ～ 2014年 3年分合計：2,719 －

資料出所：労働・入国管理・人口省調べ
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５　最近の動向と課題…………………………
（１）	 ミャンマーにおける労働法の見直しの方向性

　ミャンマーにおいては、2011 年以降、順次労働法の見

直し作業が進められており、現在までに労働組合法、労

働紛争解決法、最低賃金法、社会保障法、賃金支払法な

どの法律が制定、改正されるに至っている。

　労働・入国管理・人口省によれば、現在、ミャンマー

には16の労働関係法があり、独立前から施行されている

ものが4つ、独立後に施行されたものが5つ、新たな法律

に置き換えられたものが７つあるとされている。

　現在、全業種を対象に1人以上の労働者を使用するす

べての事業場を適用対象とする労働安全衛生法を新法と

して制定すべく作業を進めているほか、今後、早急に取

り組むべき法改正作業の対象としては、①労働組合法、

②雇用法、③技能開発法の３法律が掲げられており、現

在、政・労・使の間で改正作業が進められている。また、

これらの個別法を見直した後は、一般的な労働条件を包

括的に規制する労働法（Labour Code）の制定を目指す

との方向性も示されている。

　従来、労働関係の法律の見直し、制定に当たっては、

労使の意見を十分に反映することなく、行政が草案の作

成を行い、国会審議を経て制定されるという流れであっ

たが、労使双方から法改正等に当たっては労使の意見を

十分に反映させるべきであるとの主張がなされているこ

とから、見直しに当たっての意見を労使双方から聴取し、

これを踏まえて見直しを行う方向で作業が進められてい

る。しかし、政・労・使３者による協議は必ずしも円滑

に進められているとは言えない状況にあり、検討に長期

間を要する傾向にある。

（２）	 	ミャンマーにおける基本的な労働の権利と労働慣行の

促進イニシアティブ

イ	 イニシアティブの立ち上げ

　ミャンマーにおいては、前述のとおり、2011年以降、

多くの労働関係法律が見直され、現在もその作業が進め

られているところであるが、2014年11月、アメリカ、日

本、デンマーク、EU、ILOの協力のもと（2015年5月に

EUも参加表明）、「ミャンマーにおける基本的な労働の

権利と労働慣行の促進イニシアティブ」が立ち上げられ、

労働法全般の見直しと関係者の制度的能力向上に向けた

取組が進められている。

ロ	 労働法見直しと組織的能力向上に関する関係者会合

　上記イニシアティブの取組の一環として、2015年5月

に国内外の関係者を集めたフォーラムが2日間にわたっ

て開催された。このフォーラムでは、当時、活発に議論

がなされていた最低賃金制定に向けた動きや、労働争議

問題や児童労働などが議論されるとともに、ミャンマー

の労働法を体系的に見直すべく、イニシアティブ・メン

バーとミャンマー政府が協力しながら中長期的な取り組

みを進める方向性が確認された。

　また、2016年9月には第2回目となるフォーラムが開

催され、新政権のもと、今後行われる中長期的な労働法

見直しや組織的な能力向上を円滑に推進するに当たって

の方向性等が議論された。

　さらに、201８年1月には、第３回目のフォーラムが首

都ネーピードーにおいて開催され、労働法改革を着実に

進めるための優先課題を整理したロードマップが示さ

れ、これに基づき作業を進めて行くこととされた。

ハ	 ディーセントワークカントリープログラムの開始

　201８年9月にミャンマー政府とILOとの間で201８年

から2021年を実施期間とするディーセントワークカン

トリープログラムに関するMOUが締結され、ミャン

マーにおけるディーセントワーク実現に向けた取組が行

われている。

（３）	「労働契約書」の問題

イ	 最低賃金発効に伴う労働契約書の変更

　３（３）に記載のとおり、201３年に制定された雇用及び

技能開発法に基づき、事業主は、労働者を雇入れた日か

ら３0日以内に労働契約を書面にて締結し、労働事務所の

確認を受けなければならないこととされているが、最低

賃金が2015年9月に制定されたことに伴い、既存の労働

契約書に定める給与等の内容を1 ヶ月以内に見直すこと

を求める通知（Notification）が労働・入国管理・人口

省より発出された。

ロ	 労働契約書の「雛形」

　最低賃金の発効以前より、当該労働契約書の作成に際
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しては、労働・入国管理・人口省が示した雛形を使用す

ることが求められており、実態として、労働事務所にお

ける確認作業の段階において、労働契約書で定める労働

条件が法定基準を満たしていたとしても、雛形から逸脱

した内容での労働契約書の作成は認められないという運

用がなされていたが、上記の通知に端を発し、労使間で

「労働契約書」に関する問題が大きく取り上げられること

となった。

ハ	 労使間での協議を通じた「雛形」の見直し

　最低賃金発効から約2年に亘り、この問題は議論され

てきたが、201７年８月に政・労・使による合意を経て、

新たな雛形が公布されるに至っている。従来の雛形から

の主な変更点は、以下のとおりであるが、法律事項との

整理が十分でない規定もあり、今後の運用状況を注視す

る必要がある。

【主な変更点】

• 契約当事者である「使用者」及び「労働者」の定義の

明確化

• 試用期間の有無及び期間の明確化（３ ヶ月）

• 契約期間の延長及び使用者による延長拒否に関する

規定の追加

• 一度に取得できる有給休暇の上限日数（３日間）の明

確化

• 産前・産後休暇の明確化（産前6週間、産後８週間）

• 従業員による非行行為及び懲戒行為の明確化（軽度な

非行行為は4回行うことで懲戒解雇対象となるが、同

非行行為は12 ヶ月で失効する旨の明示等）

• 自己都合退職時における事業主負担の研修費用の補

償に関する規定の削除

ニ	 労働契約書を取巻く更なる課題

　「労働契約書」に関する問題は一定の収束を得たが、そ

もそもの問題として、個別の労働契約書を行政が確認す

るという行政行為自体が実現困難なものであり、制度そ

のものを就業規則方式等に見直し、個別の労働契約書の

確認作業に要している行政資源の再配分をすべきではな

いかという議論もある。こうした議論は、現在行われて

いる労働法の見直し作業の中で取り上げられることが望

まれている。

資料出所

⃝ 外務省ホームページ（各国・地域情勢、ミャンマー）

 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/myanmar/

⃝法務省ホームページ「ミャンマー連邦共和国法制度調

査報告書」

 http://www.moj.go.jp/content/000110245.pdf

⃝ 国連ホームページ「Migrant Profile（Myanmar）」

 http://esa.un.org/MigGMGProfiles/indicato 

rs/files/Myanmar.pdf#search=’myanmar+imm

igration+statistics’

⃝世界銀行ホームページ

 http://www.worldbank.org/

⃝ＩＬＯホームページ

 「Occupational safety and health country 

profile: Myanmar」

 http://www.ilo.org/safework/countries/asia/

myanmar/lang--en/index.htm

 「ILO Guide to Myanmar Labour Law」

 https://www.ilo.org/yangon/publications/

WCMS_5７７56３/lang--en/index.htm

⃝ ミャンマー労働・入国管理・人口省ホームページ

 http://www.mol.gov.mm/en/

⃝Myanmar statistical information serviceホーム

ページ

 http://mmsis.gov.mm/

⃝日本貿易振興機構（JETRO）ホームページ

 http://www.jetro.go.jp/world/asia/mm/

⃝ 財団法人海外職業訓練協会（OVTA）ホームページ

 http://www.ovta.or.jp/
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